
 

- 安全運航に関する基本方針 - 

 

知床小型観光船協議会は、安全運航を目的として以下の自主ルールを定め、

加盟事業者はこれを遵守します。 

 

1. 運航判断・基準航路について（自主ルール①） 

運航判断において必ず複数者で協議決定し、単独での判断は行わない。判断が別れた場合

は「欠航」とし、その決定については全事業者間で統一する。また、定められた航路を逸脱す

ることなく輸送の安全を確保し、陸上には運航管理者または運航管理補助者が事務所に常駐

する。 

 

2. 単独運航の回避について（自主ルール②） 

原則、単独運航とならないよう協議会にて事前調整する。ただし、予約人数により 1 隻での出

航となる場合は単独運航を避けるため待機船を準備する。事前調整について毎月のタイムス

ケジュールを作成し、待機船が必要となる時間帯を検討する。後続の船舶が出航するまでに1

時間以上の時間差が生じる場合には、ウトロ港内もしくは航路中間付近にて待機船を配置す

る。また、航路周辺を航行する漁船や遊漁船との連絡体制も活用し、安全運航に努める。 

 

3. 営業及びコースの期間制限について（自主ルール③） 

全事業者の営業期間を毎年 4 月 28 日から 10 月 20 日までとし、知床岬コースは海上状況が

比較的安定する 6 月 1 日から 9 月 30 日の期間に制限する。 

 

4. 連絡手段・安全設備・周知について（自主ルール④） 

輸送の安全を確保するため、協議会共通の連絡手段として業務無線と地点連絡手段の衛星

電話及び携帯電話（ドコモに限る）を搭載し、常に陸上と連絡を取り合える環境を維持する。船

舶においては法定備品以外の設備も備え、航行時に異常があった場合に早期発見できるよう

万全な対策を講じる。また、お客様の安心に繋がるための必要な情報を船舶及び待合所にて

積極的に開示する。 

 

※ 各項目の詳細については次頁をご参照ください。 

令和 4 年 6 月 8 日  

                                         知床小型観光船協議会  
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